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告 示

北海道告示第７８８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
平成２１年１２月８日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土 地 改 良 区 名
平成２１．１１．１８ 日高町土地改良区
同 ２１．１１．２６ 長沼土地改良区
同 南長沼土地改良区

北海道告示第７８９号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２１年１２月８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 中川郡豊頃町茂岩４９の１・４９の３１・４９の５７・茂岩本町

１１７の１・１５０・１６３から１６５まで（以上８筆について次の図
に示す部分に限る。）、茂岩新和町１５０

２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び豊頃町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７９０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２１年１２月８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 空知郡南富良野町字北落合１２８の１０・１２８の５１・５４９の

１・５４９の２・５５３（以上５筆について次の図に示す部分
に限る。）

２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 指定理由の消滅
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道上川支庁産業振興部林務課及び南富良野町役
場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７９１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２１年１２月８日

北海道知事 高 橋 はるみ

発行 北 海 道
編集 総務部人事局

法 制 文 書 課
電話 ０１１－２０４－５０３５
FAX ０１１－２３２－１３８５
印刷 富士プリント�

目 次 ページ

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行

北 海 道 公 報 第����号 １１平成２１年１２月８日（火曜日）



１� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

足寄郡足寄町・十勝郡浦幌町（以上２町について次
の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 干害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
足寄町（次の図に示す部分に限る。）

	 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

十勝郡浦幌町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道十勝支庁産
業振興部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７９２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２１年１２月８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件の変更に係る保

安林の所在場所
虻田郡豊浦町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

豊浦町（次の図に示す部分に限る。）

	 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。


 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

虻田郡豊浦町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備

� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

� 主伐は、択伐による。

	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道胆振支庁産

業振興部林務課及び豊浦町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７９３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か

ら２週間、一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月８日

北海道知事 高 橋 はるみ

路線名及び縦覧場所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

道道 函館南茅部線 函館市深堀町８６番１地先から 平成２１．１２．１８
北海道函館土木現業所 同市深堀町１２２番８７地先まで

道道 屈斜路津別線 網走郡津別町字美都７４番１地先から 同 ２１．１２．８
北海道網走土木現業所 同町字豊永３３１番１地先まで

北海道告示第７９４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変

更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
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その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道釧路土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２１年１２月８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 釧路鶴居弟子屈線
３ 道路の区域
区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
阿寒郡鶴居村字雪裡原野北十線東５番２地先から 前 ２０．０４�から ５５３．１７� ――同村字雪裡４２２番３地先まで ２４．４２�まで

前 ２０．０４�から ５４２．９０� ――４６．４８�まで

後 ２０．０４�から ５４２．９０� ――４６．４８�まで

支 庁 告 示

北海道空知支庁告示第１３１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年１２月８日

北海道空知支庁長 坂 井 秀 利
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
貨物兼乗用自動車 ５台

２ 落札を決定した日
平成２１年１０月６日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 札幌トヨタ自動車株式会社
� 住 所 札幌市中央区北１条西７丁目３番地８
４ 落札金額
４，４１６，９２１円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年９月４日付け北海道空知支庁告示第１０１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道空知支庁地域振興部総務課

� 住 所 岩見沢市８条西５丁目

道教育庁網走教育局告示

北海道教育庁網走教育局告示第２５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年１２月８日

北海道教育庁網走教育局長 森 徳 男
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 １１７台（１月当たりの単価）

２ 落札を決定した日
平成２１年１１月２５日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
� 住 所 東京都港区芝五丁目２９番１１号
４ 落札金額
２７８，７５４円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年１０月３０日付け北海道教育庁網走教育局告示第２２号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁網走教育局企画総務課
� 所在地 網走市北７条西３丁目

道 公 安 委 員 会 規 則

道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年１２月８日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
北海道公安委員会規則第１７号

道路交通法施行細則の一部を改正する規則
道路交通法施行細則（昭和４７年北海道公安委員会規則第１１号）の一部を次のように改正す
る。
第２８条の表４５０号の項を次のように改める。
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４５０号 上川郡上川町字上越国有林上川中部森林管理署上川事務所９３林班に小班
から紋別郡遠軽町丸瀬布南丸２１番地先まで

附 則

この規則は、平成２１年１２月１２日から施行する。

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，１９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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